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財政援助団体等監査結果の報告に係る措置状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による財政援助

団体等監査（株式会社かの高原開発）を実施し、同条第９項の規定により監査の結

果に関する報告を決定し市長等に提出しましたが、同条第１４項の規定により、市

長から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、公表しま

す。 

 

１ 監査の対象及び範囲 

⑴ 株式会社かの高原開発 

令和３事業年度（第２６期）（令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま 

で）における出納その他の事務 

 ⑵ 本市主管課関係 

かの高原開発に関する令和３年度の契約、協定及び予算執行事務並びに出資 

に係る財産台帳の管理状況 

 

２ 監査の実施期間 

令和４年１２月９日から令和５年３月１３日まで 

 

３ 監査の実施に基づき措置を講じた内容 

⑴ こども・福祉部 地域福祉課 

ア 

指摘事項 
業務の完了に伴う給付完了通知書の受理及び検査が行

われていなかった。 

措置状況 
今後は、手引き等を遵守し、適切に契約事務を行いま

す。 

 


